
入 札 条 件 書   

１ 入札目的 

 SAGA2024 国スポ・全障スポにおいて購入予定の下記物品の調達単価について、契約締結するために

行うものである。 

 

２ 調達物品の品名及び数量 

 （１）調達する品名等は、以下のとおり。 

  

（２）ミネラルウォーター類（以下、「飲料水」とする。）は佐賀県内産に限り、ドーピング検査にお

いて違反とならないものとする。佐賀県内産とは佐賀県内で製造されたものをいう。 

 

 （３）その他 

   ・別紙の購入見込み数量は、現時点の参加予定者数等に基づき算出したものであり、確定した購

入数量ではない。 

   ・数量が変動した場合も飲料水の単価は、契約単価と同一金額とする。 

 

３ 納品日及び納入場所等 

  別紙「飲料水購入見込一覧」のとおり。 

  ※詳細な納品日及び納入場所は変更の可能性があるため、ＳＡＧＡ２０２４実行委員会事務局（以

下「事務局」という。）と別途協議により決定する。 

 

４ 納入 

 （１）納入は、受託者の費用負担とする。 

 （２）納入する際は、かご車等で事務局が指定する場所まで納品すること。 

 （３）納入時においては、担当者と数量を確認し、担当者の確認印（サイン可）を受けること。 

 （４）納入にあたっては、時間、搬入経路及び作業スペースに制約があるので担当者の指示に従うこ

と。 

 

５ 追加発注 

 （１）箱単位で追加する場合があるので、対応すること。 

 （２）追加発注した飲料水１本あたりの単価は当初契約した単価とする。 

 

 

品名 単位 数量・納入場所等 

佐賀県内産ミネラルウォーター類 

（水のみを原料とする清涼飲料水） 

500ml ペットボトル（常温） 

本 別紙のとおり 



 

６ 支払方法 

 （１）事務局は、飲料水の購入数量に契約単価（税込）を乗じた金額を支払うこととする。 

 （２）すべての飲料水を納入後、請求書に基づき、一括して支払いを行う。 

 

７ 契約方法 

  単価契約とする。 

 

８ 入札方法 

  条件付き一般競争入札 

 

９ 入札保証金 

  見積金額の 100 分の 5 以上に相当する額（佐賀県財務規則 103 条第 3 項の各号にいずれかに該当す

る場合を除く） 

 

10 契約保証金 

  契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額（佐賀県財務規則 115 条第 3 項の各号にいずれかに該当

する場合を除く） 

 

11 その他 

 （１）本仕様書に明示なき事項については、その都度、事務局と協議のうえ決定することとする。 

 （２）入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。 

 （３）契約単価は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。 

 （４）その他、佐賀県財務規則によるものとする。 

 


